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生
活
保
護
ぶ
収
壊
；

　
橋
下
徹
市
長
（
「
大
阪
維
新
の
会
」
代
表
）
の
も
と
、
大
阪

市
の
生
活
保
護
行
政
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
改
め
て
、

そ
の
実
態
を
追
い
ま
す
。

　
　
　
　
（
大
阪
府
・
生
島
貞
治
、
岩
井
亜
紀
、
前
田
美
咲
）

　
両
手
を
広
け
れ
ば
左
右
の
壁

に
手
が
届
き
そ
う
な
個
室
で
、

黒
く
光
る
監
視
カ
メ
ラ
の
レ
ン

ズ
。
「
不
当
要
求
断
固
拒
否
」

と
書
か
れ
た
府
警
の
ポ
ス
タ
ー

と
「
録
音
・
撮
影
禁
止
」
の
貼

り
紙
－
。
大
阪
市
浪
速
区
の
福

祉
事
務
所
に
あ
る
面
接
室
は
、

人
っ
た
人
を
威
圧
す
る
雰
囲
気

が
あ
り
ま
す
。

　
面
後
室
は
、
生
活
保
護
を
申

請
す
る
際
、
生
活
の
状
況
、
家

族
や
人
生
の
こ
と
を
紐
か
に
話

す
場
で
す
。

　
　
　
「
異
様
で
な
い
」

　
　
「
異
様
だ
と
は
思
い
ま
せ

ん
」
。
同
区
の
生
活
支
援
担
当

課
長
は
言
い
切
り
ま
す
。

　
全
大
阪
生
活
と
健
康
を
守
る

会
連
合
会
（
大
生
連
）
。
の
大
□

耕
吉
郎
会
長
は
、
「
面
接
室
は

本
来
、
申
請
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
を
守
る
た
め
だ
け
の
も
の

で
、
取
調
室
で
は
な
い
。
申
請

者
・
受
給
者
を
犯
罪
者
だ
と
言

わ
ん
ば
か
り
の
内
装
は
福
祉
の

精
神
に
反
す
る
」
と
指
摘
し
ま

す
。

　
市
の
生
活
保
護
行
政
に
は
問

題
点
が
多
い
と
し
て
是
正
を
求

め
る
、
大
阪
市
生
活
保
護
行
政

問
題
全
国
調
査
団
は
「
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
、
肖
像
権
の
侵
害
」

　
「
申
請
者
へ
の
無
言
の
圧
力
と

な
り
、
申
請
抑
止
に
な
り
か
ね

面接室に監視カメラ
な
い
」
と
し
て
改
善
を
促
し
て

い
ま
す
。

　
大
口
さ
ん
に
よ
る
と
、
監
視

カ
メ
ラ
は
市
内
の
ほ
ぽ
全
区
の

福
祉
事
務
所
内
に
設
置
さ
れ
、

西
成
区
と
浪
速
区
は
面
接
の
た

め
の
個
室
に
も
置
い
て
い
ま

す
。

　
大
阪
市
は
近
年
、
「
生
活
保

護
の
適
正
杷
」
の
名
の
下
に
、

保
護
受
給
者
へ
の
管
理
を
強
め

て
い
ま
す
。
２
０
１
２
年
４
月

か
ら
は
市
内
全
2
4
区
に
警
察
Ｏ

Ｂ
を
配
置
。
Ｏ
Ｂ
は
、
市
職
員

Ｏ
Ｂ
、
現
役
職
員
と
と
も
に
３

人
一
組
の
「
不
正
受
給
調
査
専

任
チ
ー
ム
」
で
活
動
し
ま
す
。

　
警
察
Ｏ
Ｂ
、
専
任
チ
ー
ム
は

何
を
し
て
い
る
の
か
。

浪速区の相談室内部、上
部にあるのが監視カメラ

　
今
年
に
入
り
大
正
区
で
、
5
0

代
の
男
性
が
息
子
所
有
の
車
を

複
数
回
運
転
し
た
と
い
う
理
由

だ
け
で
保
護
を
打
ち
切
ら
れ
ま

し
た
。

　
男
性
か
ら
相
談
を
受
け
た
大

正
生
活
と
健
康
を
守
る
会
の
矢

遡
幸
事
務
局
長
が
福
祉
事
務
所

職
員
に
た
だ
し
た
と
こ
ろ
。

　
「
警
察
Ｏ
Ｂ
が
張
り
込
ん
で
い

る
ん
で
す
。
証
拠
も
あ
り
ま

す
」
と
、
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
張
り
込

み
・
写
真
撮
影
を
に
お
わ
せ
た

と
い
い
ま
す
。

　
矢
達
さ
ん
は
「
こ
こ
ま
で
す

る
の
は
人
権
侵
害
だ
。
Ｏ
Ｂ
配

置
は
当
初
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

の
安
全
確
保
の
た
め
と
聞
い
て

い
た
。
黙
っ
て
い
た
ら
今
後
、

保
護
申
請
者
へ
の
面
接
や
、
日

常
の
相
談
活
動
な
ど
に
も
業
務

が
拡
大
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

る
」
と
警
戒
し
ま
す
。

　
大
生
理
の
大
口
さ
ん
は
「
大

正
区
の
例
か
ら
、
他
の
区
で
も

同
じ
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る

こ
と
が
予
測
で
き
る
。
職
員
と

警
察
Ｏ
Ｂ
が
こ
こ
ま
で
連
携
を

強
め
る
の
は
全
国
に
類
を
見
な

い
」
と
い
い
ま
す
。

　
　
　
申
請
者
が
萎
縮

　
日
本
弁
護
士
連
合
会
も
福
祉

事
務
所
へ
の
警
察
Ｏ
Ｂ
配
置
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
す
。
１
９
一
年
の

意
見
書
は
、
警
察
Ｏ
Ｂ
が
福
祉

事
務
所
に
常
駐
す
る
こ
と
は
生

活
保
護
を
必
要
と
す
る
人
へ
の

市
民
の
「
社
会
的
ス
テ
ィ
グ
マ

　
（
恥
の
恪
印
＝
ら
く
い
ん
＝
）

を
助
長
し
か
ね
」
ず
、
受
給
者

・
申
請
者
に
対
し
て
「
申
請
し

よ
う
と
す
る
意
思
を
萎
縮
さ

竺
る
と
指
摘
。
不
正
受
給
対

策
に
は
、
「
適
正
な
人
員
配
置

と
専
門
性
の
向
上
を
図
」
り
、

丁
寧
な
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
を
で
き

る
休
制
づ
く
り
が
重
要
だ
と
し

て
い
ま
す
。
　
（
つ
づ
く
）
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